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（参考） ビワクルエコシップ（滋賀県リサイクル製品認定制度）申請手続フロー 

 

 
 

 

申請者 

 

○申請書の作成 
記入要領をよく読ん

で、申請様式に必要事

項を記入。 

 

○申請書の提出 

事務局(循環社会推進課) 

 

○申請は随時受付 

 

○申請書の内容確認 
「滋賀県リサイクル製品利用促進

要綱」や記入要領に従い、内容を確

認。 

 

○ヒアリング・現地調査 
申請書の内容に関して、必要に応

じて実施。 

滋賀県リサイクル製品認定幹事会各部会 

 

○予備審査 

 

 

 

滋賀県リサイクル製品認定幹事会 

 

○本審査 

滋賀県知事 

 

○認定 

① 新規・更新申請（年２回程度の審査） 

認定事業者 

 

○変更届出書の

作成 

 

○変更届出書の

提出 

事務局(循環社会推進課) 

 

○随時受付 

 

○ヒアリング・現地調査 
変更届の内容に関して、必要に応

じて実施。 

 

○変更届出書（軽微なもの

※）の受理および通知 

滋賀県リサイクル製品認定幹事会各部会 

 

○変更内容の予備審査 

 

 

 

滋賀県リサイクル製品認定幹事会 

 

○本審査 

②変更 

認定事業者 

 

○取下げ届出書

の作成 

○取下げ届出書

の提出 

事務局(循環社会推進課) 

 

○随時受付 

 

○取下げ届出書の受理および通知 

③取下げ 

※ 事業者名の変更や製品名称の変更など 

懇話会 

意見聴取 

懇話会 

意見聴取 


